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（通算子法人の残余財産確定の日が、 通算親法人の事業年度終了の日である場合を除きま
す。

　東京都では、 ｅＬＴＡＸ （エルタックス：地方税ポータルシステム）を通じて、インターネットを利用した電子申告、電子申請・届出、
電子納税を受け付けています。 ｅＬＴＡＸ では、全ての都道府県・市区町村へ一括して電子納税を行うことが可能です。納付方法は、
ダイレクト納付やインターネットバンキング、クレジットカード又はＡＴＭから選択できます。
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　この納付書は法人が法人都民税・事業税及び特別法人事業税を納付する場合に使用するものです。 東京都では、
納付確認を速やかに行うため、必要事項を全て印字したプレプリント用紙を作成していますので、それを使用して
ください。
　なお、令和元年 9 月 30 日までに開始する事業年度に係る修正申告等による納付の場合は、納付書中の｢特別法人
事業税」を「地方法人特別税」に読み替えて使用してください。

所在地及び法人名を記入してください。
　合併法人が被合併法人分の納付をする場合は、
　　合併法人　　〇〇株式会社
　　（被合併法人　　△△　株式会社　分）
　と記載してください。
電話番号は、必ずご記入ください。
申告年月日欄は、この申告が修正申告である場合に記入してください。
管理番号は、ご確認の上、左から正しくご記入をお願いいたします。
マイナス表示をせず、充当額を差し引いた金額あるいは割ごと

　（特別法人事業税も同様）の増減を相殺した後の税額をご記入ください。
　
＊｢法人事業税・特別法人事業税」と「法人都民税」との間で委託納付（充当）があ
　る場合には、委託納付（充当）により延滞金が課されることがあります。延滞金
　の計算については、所管の都税事務所にお問い合わせください。

　　

　　
　　

　　
　　合計額欄の頭初には￥の記号をご記入ください。
申告期限が延長されている場合、印字がされていませんので、納期限をご記入
ください。
課税事務所は、必ずご確認・ご記入をお願いいたします。

　　プレプリント用紙以外の第12号の２様式（納付書）を使用する場合には、
　上記の記載方法によるほか、以下の通り記載し、記入漏れや誤りがない
　ように注意してください。

下表を参照の上、事務所コードを必ずご記入ください。
申告区分を〇で囲んでください。
　＊確定申告書の提出期限が延長されている法人が、申告書の提出期限前に納付する場合
 （見込納付の場合）は、申告区分「確定」を〇で囲んでください。

　＊地方税法第72条の２第１項第１号に掲げる事業（所得等課税事業)、同項第２号に
　　掲げる事業（収入金額課税事業)、同項第3号に掲げる事業（小売電気事業等、発
　　電事業等及び特定卸供給事業）及び同項第4号に掲げる事業（特定ガス供給業）の
　　うち２以上の事業を併せて行う法人にあっては、｢所得割額05｣、｢付加価値割額06｣、
　　｢資本割額07」又は「収入割額08」の各欄には、それぞれの事業に係る税額を合算
　　して記入して差し支えありません。

（1）

（2）
（3）
（4）

（5）

連結法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書

欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書

事業年度（算定期間）

※この記載の手引において、次の用語は、それぞれ次に掲げる様式を指します。
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